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保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的

に
困
難
な
場
合
、
本
人
の
申
請
手
続

き
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
を
「
免

除
」「
一
部
免
除
」「
猶
予
」
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

◇
免
除
の
種
類
は
、
次
の
３

種
類
が
あ
り
ま
す
◇

①
全
額
免
除
・
一
部
免
除
申
請

　

本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
全
額

免
除
又
は
一
部
免
除
に
な
り
ま
す
。

(

一
部
免
除
に
つ
い
て
は
、
免
除
後

の
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
、
未
納

の
扱
い
と
な
り
ま
す
。)

②
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

30
歳
未
満
の
方
で
本
人
及
び
配
偶

者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
と
な
り
ま
す
。

③
学
生
納
付
特
例
申
請

　

学
生
の
方
で
本
人
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
と
な
り

ま
す
。

※
保
険
料
の
全
額
免
除
・
一
部
免
除

の
承
認
を
受
け
た
期
間
分
は
、
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
方
に
比

べ
、
将
来
受
け
る
年
金
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。

※
免
除
・
猶
予
の
承
認
後
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
、
あ
と
か
ら
保
険

料
を
納
め
る
こ
と(

追
納)

が
で

き
ま
す
。
し
か
し
、
３
年
度
以
上

遡
っ
て
追
納
す
る
場
合
、
当
時
の

保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
離
職
者
、
被
災
者(

風
水
害
等)

の
方
は
所
得
に
関
係
な
く
該
当
す

る
場
合
が
あ
る
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
平
成
23
年
７
月
～
平
成
24
年
６
月

分
の
免
除
申
請
は
、
７
月
末
ま
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
免
除
制
度

　町では、高齢者や障がいのある方にも、安心して住み続け

ていただくために、水道料金や下水道使用料の一部を減免し

ます。対象と思われる世帯には６月初旬に申請書を送付しま

すので、６月末日までに環境水道課まで提出願います。

【対象料金】

　水道料金、公共下水道料金、集落・個別排水施設利用料金

【減 免 額】

　基本料金の半額

　　○水道料金　341円／月

　　○公共下水道料金、集落・個別排水施設利用料金　525円／月

【減免期間】

　平成24年７月分から平成25年６月分まで

【要　　件】※全て満たすことが必要です。

①平成24年１月１日から申請日までで岩美町内に住民登録

されている世帯（生活保護世帯を除く）

②上下水道料金、下水道負担金等の未納がない

③平成24年度６月１日現在で平成24年度町民税の非課税世

帯であり、次の高齢者世帯又は障がい者世帯（生活保護

世帯を除く）

高齢者世帯

（同居しているにもかかわらず世帯分離し

ている場合は除きます。）

平成24年４月１日現在で、75歳以

上のみの世帯

障がい者世帯

平成24年４月１日現在で、次のいず

れかの手帳の交付を受けている方が

属する世帯

・身体障害者手帳1級又は2級

・療育手帳(A)

・精神障害者保健福祉手帳1級判定

町民税非課税世帯

上下水道料金の減免について


